
が
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
た
め
、
３
月
31
日
(月)
で
廃
止
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

４
月
１
日
(火)
以
降
の
納
入
通
知
書
で
の
お

支
払
い
は
、
水
道
局
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
窓

口
、
取
扱
金
融
機
関
、
取
扱
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
ど
う
ぞ
。

●
問
い
合
わ
せ

水
道
局
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
q(

８
２
３)

８
４
３
１

３
月
10
日
か
ら
農
薬
取
締
法
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。
農
薬
を
製
造
・
輸
入
・
販
売
・
使
用
す

る
か
た
に
関
係
す
る
内
容
で
す
。
農
家
だ
け
で

な
く
、
家
庭
菜
園
や
花
だ
ん
の
手
入
れ
を
す
る

と
き
も
農
林
水
産
省
の
登
録
番
号
表
示
の
あ
る

農
薬
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

■
主
な
改
正
点

①
無
登
録
農
薬
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
、
使
　

用
の
禁
止(

登
録
農
薬
と
特
定
農
薬
以
外

は
、
製
造
・
輸
入
・
販
売
で
き
ま
せ
ん)

②
農
薬
使
用
基
準
に
違
反
し
た
農
薬
使
用
の

禁
止(

定
め
ら
れ
た
使
用
量
ま
た
は
濃
度
、

時
期
な
ど
に
違
反
し
て
使
用
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん)

③
罰
則
の
強
化
。
違
反
行
為
は
３
年
以
下
の
　

懲
役
、
ま
た
は
100
万
円
以
下(

法
人
は
１
億

円
以
下)

の
罰
金
と
な
り
ま
す

※
詳
し
く
は
、
農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
農
薬
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.m
aff.go.jp/nouyaku/

●
問
い
合
わ
せ

農
政
課q(

８
６
６)

２
１
１
５

受
診
決
定
者
に
は
受
診
料
の
７
割
を
助
成

し
ま
す
。

■
対
象
者

①
秋
田
市
国
保
加
入
者
　
②
昭

和
44
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
か
た

(

老
人
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
か
た

は
除
く)

③
申
し
込
み
前
の
国
民
健
康

保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯

■
医
療
機
関

市
立
秋
田
総
合
病
院
、
秋
田

赤
十
字
病
院
、
中
通
健
康
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
秋

田
組
合
総
合
病
院
、
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー

■
募
集
人
数

合
計
１
千
50
人(

公
開
抽
選)

■
決
定
方
法

平
成
14
年
度
申
請
し
た
か
た

で
抽
選
に
も
れ
た
か
た
を
優
先
し
ま
す

■
自
己
負
担

１
万
１
千
円
〜
１
万
６
千
円

■
受
診
日
時

後
日
、
医
療
機
関
か
ら
直
接

本
人
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

■
申
し
込
み

４
月
４
日
(金)
か
ら
11
日
(金)
ま

で
、
保
険
証
を
持
っ
て
国
保
年
金
課
、
土

崎
支
所
、
新
屋
支
所
へ
ど
う
ぞ
。

●
問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
給
付
担
当

q(

８
６
６)

２
０
９
８

市
で
は
、
高
齢
者
の
か
た
の
長
寿
を
お
祝

い
す
る
た
め
、
長
寿
の
節
目
を
迎
え
る
か
た

に
、
お
祝
い
品(

共
通
商
品
券)

を
贈
呈
し
て

い
ま
す
。
地
区
の
民
生
委
員
が
４
月
中
に
お

祝
い
に
伺
い
ま
す
。

■
対
象
者

①
秋
田
市
に
住
民
登
録
ま
た
は

外
国
人
登
録
を
し
、
平
成
十
五
年
度
内
に

引
き
続
き
５
年
以
上
住
む
か
た
　
②
平
成

15
年
度
内
に
満
80
歳(

傘
寿)

、
満
88
歳(

米

寿)

、
満
90
歳(
卒
寿)

、
満
99
歳(

白
寿)

を

迎
え
る
か
た

●
問
い
合
わ
せ

高
齢
福
祉
課

q(

８
６
６)

２
０
９
５

満
70
歳
以
上
の
か
た
に
バ
ス
料
金
の
半
額
を

助
成
す
る
「
高
齢
者
バ
ス
優
遇
資
格
証
明
書
」

を
高
齢
福
祉
課
、
土
崎
・
新
屋
支
所
で
発
行
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
た
に
４
月
１
日
か
ら
各

地
域
セ
ン
タ
ー
で
証
明
書
の
交
付
申
請
の
取
り

次
ぎ
を
行
い
ま
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
高
齢

福
祉
課
は
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時
ま
で
、

そ
の
他
は
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
ま

で
受
け
付
け
ま
す
。

助
成
の
内
容

バ
ス
の
回
数
券
販
売
所
で
「
高

齢
者
バ
ス
優
遇
資
格
証
明
書
」を
提
示
す
る
と
、

１
冊
１
千
円
分
の
高
齢
者
専
用
回
数
券
を
半
額

の
500
円
で
、
月
５
冊
ま
で
購
入
で
き
ま
す

証
明
書
の
発
行
に
必
要
な
も
の

本
人
が
窓
口
に
来
る
と
き

①
健
康
保
険
証

な
ど
本
人
が
確
認
で
き
る
も
の
　
②
印
鑑

代
理
人
が
窓
口
に
来
る
と
き

①
対
象
者
の

健
康
保
険
証
な
ど
対
象
者
を
確
認
で
き
る
も

の
　
②
委
任
状(

同
居
世
帯
の
場
合
は
い
り

ま
せ
ん)

③
代
理
人
の
印
鑑

●
問
い
合
わ
せ

高
齢
福
祉
課

q(

８
６
６)

２
０
９
５

水
道
局
土
崎
営
業
所(

土
崎
支
所
内)

は
、

水
道
料
金
お
よ
び
下
水
道
使
用
料
の
支
払
い

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

土崎支所のバスコーナーは、３月31日(月)で終了します。「高齢者専用回数券」は
４月１日(火)以降も土崎支所の窓口で販売します。 交通局管理課q(862)3891

水
道
局
土
崎
営
業
所

を
廃
止
し
ま
す

４

水田耕起

水田代かき

田植(機械植え)

補助乾燥

もみすり

精　　米

粉・粒剤

乳　　剤

ラジコンヘリ防除

あ ぜ 塗 り

一 般 作 業

生 乾 燥

バインダー

コンバイン

ハーベスター

6,100円

7,100円

結束ヒモを含みます

籾の投入・排出・見回り

籾の投入・排出・見回り

60kg当たり袋詰まで(紙袋を含まない)

60kg当たり

100m当たり(1m当たり48円)

男女とも１人１日当たり

薬剤は含みません。ラジコンヘ
リコプター防除の場合は、おお
むね5ha団地単位とします。

刈取・運送一連作業とします
刈取のみは18,100円

機械植付のみ（苗は含みません）7,100円

11,700円

22,000円

9,700円

7,800円

4,700円

530円

1,000円

960円

1,700円

1,200円

1,300円

4,800円

1,800円

春
作
業

刈
取
・
脱
穀

乾

燥

調

製

秋
　
　
　
作
　
　
　
業

薬
剤
散
布

作業種別 料　金
（10アール当り）

備　　　考

7,500円

草 刈 り 畦はん・溝はん部分

薬剤は含みません
畦はんからの散布の場合

薬剤は含みません
水田の中へ入っての散布の場合

※手植え、手刈りは「一般作業」に含めます

農作業の標準受委託料金
平成15年度

農業委員会では、平成15年度の農作業を受託
したり、委託したりする際の農作業標準受委託
料金を下表のように決めました。
この料金は、10アール区画のほ場条件をもと

に算定した標準料金です。料金設定の際は地域
の実情に合わせ参考にしてください。
労働時間は原則として１日８時間で、「まか

ない」やその他の現物支給は含まれず、委託者
の補助的な作業出役もしないものとします。

ＪＲ下浜駅前に公衆トイレを新設しました。４月１日(火)から使用
できます。どうぞご利用ください。 環境業務課q(863)6631

昨年、秋田市で起きた火災は80件で、損害額
は約４億円にのぼります。火災は不注意による
ものが多く、一人ひとりの心がけでかなり防
ぐことができます。日ごろ忘れがちな火の恐
ろしさを改めて認識し、絶対に火災を起こさ
ないようにしましょう。

●古い消火器の一斉回収●
平成13年３月に名古屋市、４月に北海道帯広
市と、相次いで死者を伴う消火器破裂事故が発
生したことから、この春の火災予防運動期間中、
古くなった消火器の回収を呼びかけます。古い
消火器は早めに廃棄しましょう。

春の火災予防運動
４月６日(日)～12日(土)

消防団員の訓練のため、県民会館北側道路
が４月６日(日)午前６時50分～７時40分、通行
止めとなります。ご了承ください。

県民会館北側道路が一時通行止め

消す心
置いてください 火のそばに

消防本部予防課q(823)4247問い合わせ

人口１５.３.１現在

●人口／318,598人(－106)
●男／151,951人(－195)
●女／166,647人(－111)
２月分・出生 207人

・死亡 230人
・転入 596人
・転出 679人

（）内は前月比

●世帯／125,814世帯(－29)

農業委員会事務局q(866)2270問い合わせ

バリアフリー建築の
県条例が施行
高齢者や障害者などみんなが安全で快適に生活できる社会

を実現するため、４月１日から「秋田県バリアフリー社会の形
成に関する条例」が施行されます。
４月１日以降に条例の対象となる施設を新築するときは、

条例の整備基準を守ってください。手続きなど詳しくは県バ
リアフリー促進チームq(860)1324へ。

建築物や公共交通機関の施設、道路、公園、路外駐車場(500m以
上)で、多数のかたが利用する施設が対象。下表の規模の施設を
新築、増築、改築、用途の変更をする場合や、１ｈａ以上の開
発で歩道や公園などを設置する場合は、市都市整備課または市
建築指導課への協議や完了届の手続きが必要です。

�

・車いすのかたなどが通行できる幅員の確保と傾斜路の設置
・階段などへの手すりの設置
・障害者などの利用に配慮したエレベーター、トイレ、駐車
施設の設置

・視覚障害者誘導用ブロックの敷設、障害者などの利用に配
慮した案内板の設置

・子育て支援に配慮したベビーチェアなどの設置

対
象
施
設

整
備
基
準 昭和48年２月から平成２年４月

まで、連続５期秋田市長を務めら
れた高田景次氏が、３月16日、病
気のため亡くなられました。
歴代市長の中で最長となる17

年間の在任中、「公園都市秋田市
をつくる条例」「秋田市文化振興
条例」などの制定や市民の健康
と体力づくり運動、秋田新都市
の建設など多方面にわたって功
績を残され、今日の秋田市発展
の基礎を築きました。
平成２年には秋田市最高功労

者として顕彰されました。
故 高田氏のご生前の市政への

数々の功績をしのび、謹んでお
悔やみ申し上げます。

故高田景次氏

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
受
診
申
請
を

４
月
４
日
か
ら
受
け
付
け

１ 元
市
長

高
田
景
次
氏
が
　

死
去
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２

農
薬
は
正
し
く

使
い
ま
し
ょ
う

５

表示例

い
き
い
き
長
寿
祝
い
事
業

長
寿
の
節
目
に

祝
い
品
を
贈
呈
し
ま
す

２

高
齢
者
バ
ス
優
遇
乗
車
制
度

バ
ス
の
料
金
を

半
額
助
成
し
ま
す

３


